
2　パブリックコメントで提出された意見の概要および市の考え方・対応状況

番号 素案頁 意見の概要 意見数 市の考え方 対応状況

1 P2 母子保健計画は、母子保健法に根拠規定はなく、「成育過程にある者
及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく
提供するための施策の総合的な推進に関する法律（第11条）」の規定
に基づく「成育医療等基本方針」を踏まえた「成育医療等基本方針に
基づく計画策定指針（令和5年3月31日付け子発0331第18号厚生
労働省子ども家庭局長通知）」を手引きとして作成するものです。

1 文章中の「母子保健計画」を「成育過程にある者及
びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療
等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推
進に関する法律に基づく「成育医療等の提供に関
する施策の総合的な推進に関する基本的な方針に
基づく計画」」という表記に修正し、国の法律に関
する図についても同様に修正します。

案を修正する

2 P20 令和4年度の「18歳未満の生活保護受給世帯人口」の「113」の棒グ
ラフが少し高く表示されています。

1 ご意見のとおり修正します。 案を修正する

3 P65 ①妊娠・出産、子育てへの切れ目のない支援【３】妊産婦健康診査の
実施について、「費用の助成」、「費用を助成」という財源の確保を確
約するような表現は、計画に記載すべきではないと思います。

1 「妊婦が安心して妊娠・出産ができるように支援し
ます。」、「産後の母子の対する支援を行います。」と
いう表現に修正します。

案を修正する

4 P65 ①妊娠・出産、子育てへの切れ目のない支援【６】不妊・不育に悩む人
への支援について、「費用の一部を助成」という財源の確保を確約す
るような表現は、計画に記載すべきではないと思います。

1 「費用の一部を助成」という表現を削除します。 案を修正する

5 P65 ②身近で安心できる医療の充実【３】小児救急医療体制の維持につい
て、体制の維持を確約するような表現は控えるべきであり、「体制の
維持に努めます」程度でいいと思います。

1 ご意見のとおり修正します。 案を修正する

6 P105 （11）妊婦健康診査【確保方策】について、「公費負担として実施」、
「診査費の助成を実施」という財源の確保を確約するような表現は、
計画に記載すべきではないと思います。またこのことから、（11）の
表現だけが、ほかの事業と比べて異質に感じます。

1 「公費負担として実施」、「診査費の助成を実施」と
いう表現を削除します。

案を修正する

第１章　第２節　計画の位置づけ

第２章　第１節　子ども・若者を取り巻く状況　（9）支援・経済状況および保護者の就労状況

第４章　第４節　地域子ども・子育て支援事業に係る量の見込みと確保方策

第5章　第４節　地域子ども・子育て支援事業に係る量の見込みと確保方策


